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第５回 道路資産評価・会計基準検討会 

平成１６年４月２６日（月） 

場所：国土交通省４階特別会議室 

 

【司会（藤井補佐）】  おはようございます。朝早くからお集まりいただきまして、あり

がとうございます。定刻になりました。ただいまから第５回道路資産評価・会計基準検討

会を始めさせていただきます。 

 委員におかれましては、お忙しい中をご出席賜りまして、まことにありがとうございま

す。 

本日、所用で道路局総務課長の原田が欠席をさせていただいております。なお、都市・

地域整備局の総務課長は少しおくれてまいることになっております。 

早速ですが、お手元の資料の確認をさせていただきます。資料１から資料４までござい

ますが、資料１、２については特段のご説明をさせていただく予定はございませんが、特

に資料２につきましては、検討課題の整理ということで今回初めて資料を出ささせていた

だいております。これが全部埋まるようにこれから審議をしていただくということになり

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それから、参考資料が１から６まで。それと、前回から今回までの間、ワーキンググル

ープを２回開催させていただいております。それの議事メモを配布させていただいており

ます。 

よろしいでしょうか。 

それでは、これ以降の議事運営を黒川委員長にお願いしたいと存じますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【黒川委員長】  皆さん、おはようございます。 

 それでは、第５回道路資産評価・会計基準検討会を始めたいと思います。 

 まず、４月２２日に開催されました財務諸表検討委員会の審議結果につきまして、道路

公団から説明をお願いいたします。 

【日本道路公団】  おはようございます。 

 それでは、ご報告させていただきたいと思います。まず、ＪＨ財務諸表検討委員会に先

立ちまして、本日開かれております検討委員会、前回は４月１２日に開かれておりますが、

その際、道路建設仮勘定等の評価方法について、すなわち他の３公団が取得原価にデフレ
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ーターをかけて再調達原価を算出しているのに対して、ＪＨは取得原価を再調達原価とみ

なしているということについて、再度、ＪＨ財務諸表検討委員会のほうに依頼があったと

いうことを報告した上で、ご議論をいただいております。その結果につきましては、次の

とおりでございます。 

 まず、ＪＨ財務諸表検討委員会の中間整理においては、道路事業固定資産は当該資産の

減価償却後再調達原価に基づいて評価することとしている。 

これは、平成１５年６月、民営化時における新組織の具体的な形態等が明らかになって

いない状況のもとにおいて検討されたものであるが、新組織の発足を想定するものとすれ

ば、民営化後の新事業体が旧事業体から受け入れた資産の評価額を当該資産を受け入れた

時点の再調達原価に基づいて算定し、これを新事業体の資産の当初の原価とすることは、

取得原価主義会計における取得原価決定の論理とも整合的であると考えたからである。 

この評価方法は、資産評価・会計基準検討会において、会社及び機構の再編時における

資産・負債の評価については再投資額（時価）で評価する方法を採用するとされているこ

と、また、施行法案において、会社及び機構が公団から承継する資産の価額は会社及び機

構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする、とされてい

ることとも整合すると考える。 

 そこで、既に供用されている道路事業固定資産の場合、市場において現在の状態で取得

することを仮定することは一般的には考えがたいため、現時点において建設に要する費用

をその構成要素ごとに見積もり、算出した再調達原価をもって資産価額とすることとした。 

 しかしながら、既に供用されている道路事業固定資産のうち、平成１４年度に供用した

構築物等にあっては、当該資産を受け入れる時点とほぼ同様な時点での取得原価が判明し

ており、これは最近の資産価額を反映しているので、取得原価をもって再調達原価とみな

すこととしている。標準的単金は平成１４年度末時点における償却資産の再調達原価を求

めるために最新の工事実績を用いて設定しており、標準的単金設定のためのデータの収集

期間が平成１４年度に供用した構築物等の取得期間とほぼ一致していることから、当該構

築物等について標準的単金で再調達原価を算出し直しても取得原価と大きな差異は生じな

いものと思料される。 

 建設仮勘定の評価については、現在までに支出した総額によって評価することとしてい

るが、これは、建設仮勘定が取得原価を構成するものであること、現時点で取得途上のも

のであることから、現在までに支出した総額をもって再調達原価とみなすことによって取
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得原価主義会計における会計処理上の一貫性が確保されるものと考えられるからである。 

実際、建設仮勘定に計上されている償却資産は比較的近年に取得されていることから、

当該取得原価をもって再調達原価とみなすとの整理には妥当性がある。 

 なお、非償却資産については、償却資産よりも前に取得したものが多く、近年の土地の

価格動向を踏まえると一定の下落傾向が認められるものの、資産全体に占める土地の変動

部分は少なく、重要性の原則の観点からも当該取得原価をもって再調達原価とみなすとの

整理は容認されるものと考えられる。 

 資産評価の大部分について現時点で建設に要する費用をその構成要素ごとに見積もり、

資産価額を再調達原価として算出しているＪＨの道路事業固定資産の評価に当たっては、

買い取り資産のような特殊な事情のあるものを除き、その一部のみにデフレーターによる

処理を施すと会計処理上の一貫性が確保されないことになる。 

 以上から、道路事業固定資産の評価に当たっては、現在のＪＨ財務諸表検討委員会中間

整理に示す評価方法を一貫して適用させるべきものと考える。 

 以上でございます。 

【黒川委員長】  どうもありがとうございました。 

 この問題は、前回を思い出すためにもう一度、私のほうから整理させていただきます。 

 参考資料１の、Ａ４判の横になっているものがあると思いますが、ＪＨはＪＨの論理が

ありまして、再調達原価を推定する方法として標準的単金方式をとっている。これは、お

さらいいたしますと、ＪＨの場合は、非常に路線も長くて、標準的なものが統計的に推定

できるということで、標準的単金というようなもので再調達原価を推定していくというこ

とであります。これは償却資産です。 

 それから、非償却の土地等については、公的土地価格指標を事細かに見積もりまして、

それをグレードごとに当てはめて推定する。こういうことになっているわけであります。 

 それから、首都高、阪高、本四につきましては、標準的な工事とか、標準的な土地とい

うようなものがほとんどない。距離も短い。つまり、東京都等の中のそれぞれの土地の価

格は大きく違っているだろう。それから、償却資産については、それぞれの場所ごとによ

って橋脚の形状が違っているというようなことがあって、ＪＨのような標準的工事という

ようなものがない。一方、首都高、阪高等は取得原価がわかっている。それぞれ状況が違

っていて、しかも得られるデータも違っているということで、首都高、阪高、本四につき

ましては工事に関連するデフレーターをかける。こういうことで前回はそれぞれを再調達
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原価方式の推定方式として、それぞれの公団について最も適切であろうということで認め

たわけであります。 

 ところが問題は、ＪＨのほうの平成１４年度、近年に開通した路線の償却資産。構築物

ですね。それから、建設仮勘定。ここは、償却資産と土地、両方とも取得原価をもって再

調達原価とみなすと。こういうことになっていた。ここが少し目立ったということであり

ます。そこで、この事情についてお詳しいのは加古委員会でございますので、もう一度、

この問題についてご検討を願うということになったわけです。その結果が今、報告を受け

たということであります。 

 標準的単金方式というのは開通路線についてやっているわけですけれども、その推定方

法というのが、最近の工事実績を統計的に処理して、こういうグレードの工事であればこ

れくらいの単金になるということを推定している。こういうようなやり方なので最近のも

のが反映されているけれども、平成１４年度に開通したものはまさに最近の実績であるか

ら、標準的単金方式より最近の実績そのもののほうがより正確であろうと。というわけで、

取得原価のままでいいのではないか。 

 次に、建設仮勘定については、平成１４年度に開通した路線が結構だというのであれば、

より最近の工事実績を反映しているのであるから、償却資産についてはこのまま取得原価

でいいのではないか。 

 ただし、建設仮勘定中の非償却資産の土地のほうについては、前回も、一体いつごろ買

ったものが含まれているのかという質問があったわけですけれども、それについては、今

のお答えですと、非償却資産は償却資産よりも前に取得したものが多く、近年の土地の価

格動向を踏まえると一定の下落傾向は認められる。けれども、ＪＨ全体の資産総額に占め

る下落部分は少なくて、重要性の原則からも問題はないのではないか。こういうことを理

由に非償却資産も取得原価でよろしいのではないかというご回答があったわけであります。 

 それでは、この問題について各委員の方からご質問がございませんか。 

【樫谷委員】  今のご説明を聞いて、理解はいたしました。ただ、前回の民間企業並み

の財務諸表を作成するというのと、今回の、いわゆる一種の現物出資というんでしょうか、

資本金の確定というのは少し考え方が違ってもいいのではないかなという部分もあるわけ

ですね。先ほどおっしゃったように、土地の下落傾向はあっても、それは重要性の原則か

ら見てそれほど大きなインパクトを与えないという理屈はわかります。財務諸表全体を見

るときに若干数字がゆがんでいたからといって、それを問題であると、むしろそのために
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やたらにコストをかけるということについては問題だと思いますが、ただ、今回は資本金

というものを確定するという作業ですので、もう少し厳格であってもいいのかなというふ

うな気はいたします。ただ、それがどの程度コストがかかるものなのか、コストと便益と

の絡みではないかなと思いますけれども、もし土地の部分についてデフレーター方式など

が簡単に適用できるのであれば、それのほうがより首尾一貫しているかなと。ただ、償却

資産は、ご説明のように最近の工事ですから、それを標準的単金としていると。したがっ

て、それと結果は変わらないということから見たら、償却資産については取得原価を再調

達原価とみなすということについてはある意味では合理的であり、もちろん若干の違いが

あったとしても、ほとんど差が出ないだろうと。ただ、土地については、何となく私の感

覚では、１０年前と今とでは相当違っていると。道路資産全体のインパクトは少ないかも

わかりませんが、建設仮勘定個別だけ見ると部分的には違っているものもあるのかなとい

う気がいたしますので、一部についてのデフレーター方式の採用が技術的にも相当困難で

あると、あるいはコストがかかるというのであれば、重要性の観点ということも十分理解

できます。ただ、それはどの程度の作業がかかるのか、コストがかかるのか、再鑑定まで

はする必要はないと思うんですけど、デフレーター方式でできるのか、できないのか、も

う一度検討をしていただけたらと思います。 

【日本道路公団】  まず、建設仮勘定のほうに入っております土地がどのくらいあるか

ということで、そこをご説明させていただきたいと思うのですが、前回のこの検討会で建

設仮勘定に入っているものは１０年ほど前の土地からあるというふうなご説明があったか

と思いますが、一応、私どものほうでデータが把握できる範囲で数字を積み上げてみまし

たところ、過去５年間、これは平成１１年から１５年までの間でございますが、建設仮勘

定に入っている土地の部分の全体の約７割が過去５年間に取得されておりました。金額

にしますと建設仮勘定に入っております土地は約１兆円ございまして、過去５年間で

７ ,３００億円ほど入ってございます。当然、それ以前に取得されたものが

残り３０％、３,０００億円ほどあるわけでございますが。この過去５年間の土地価額に、

ごく単純に土地の種類を宅地、農地、林地の３区分ほどに分けまして、デフレーターを年

度ごとの３区分に乗じまして平均的に価格の動向を見ましたところ、全体で約７％下落し

ておりまして、価格にしまして７,３００億円が６,８００億円ほどになっていたというこ

とでございます。この７％の５００億円をどう考えるかということだと思うのですが、一

応、先週の財務諸表検討委員会におきましても、この数字についてはご説明をした上でご
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議論をいただいて、先ほどご報告させていただいたような結論に至ったということでござ

います。 

 それから、委員のほうからご質問がございました、デフレーターを乗じる場合にどのく

らいの期間・コストがかかるかということでございますが、これは、デフレーターのかけ

方にもよるかと思うのですが、単純に今申しましたように取得した年度にそれぞれの用途

に応じてデフレーターをかけていくということであれば、それほど大変な作業ではないと

思います。ただ、デフレーターをかける以前の問題として財務諸表検討委員会でのご議論

なりがあったわけですので、これを含め、デフレーターをかけるか否か、この検討会でご

議論されるべきものかなというふうに考えております。 

【黒川委員長】  今のご説明で、７０％の土地のほうが約５００億円下がると。残りの

３０％についてはご説明がなかったように思うんですけど。 

【日本道路公団】  残りの３０％は、デフレーターの計算がまだ、内訳がはっきりしま

せんので間に合っておりませんが、３,０００億円に対して下落率がもっと上がっておりま

すので、トータルで見ますと、仮に残りの３,０００億円にデフレーターをかけて５００億

円下がったというふうにみなしたとして、土地の変動部分というのは約１,０００億円と見

積もりました。この１,０００億円がＪＨの総資産額に占める割合、その率を見ますと０.

３％ほどであるということで、その０.３％をどう考えるかということで財務諸表検討委員

会のほうではご議論があったということでございます。 

【黒川委員長】  どうもありがとうございました。 

 今の事実確認をした上で、何かご意見ございますでしょうか。 

【樫谷委員】  金額については全体の０．３％ということで確かに重要性はないかもわ

かりませんが、首尾一貫性というのもありますね。同じ法人をつくるわけですから、１つ

の下物法人、独立行政法人をつくるわけですから、できれば首尾一貫性というものを重視

して処理をしていただけたら、大変ありがたいと思います。ただ、今の金額だけ聞いてい

ますと、許容できる範囲内であるのかなというふうに思います。ただ、３,０００億円がほ

んとうに５００億円しか違ってなかったのか。特に印象として、１０年前と今とを比べる

と半分以下になっているというのが我々の頭にこびりついていますので。ただ、それぞれ

ケース、ケースが違うでしょうから、今だと、３,０００億円が５００億円ということにな

ると、１５％ぐらいの下落ですね。どう見ても１５％の下落とは思えないので、その数字

が間違っているんじゃないかなと思いますが、そうではないですか。 
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【日本道路公団】  １５％というのはどういう……。 

【樫谷委員】  ３,０００億円が５００億円に減っているという話ですね。ということは

……。 

【日本道路公団】  というふうにみなしたということですが。 

【樫谷委員】  みなしたということですね。我々の感覚ではもう少し下がっているんじ

ゃないかなというふうに思いますので、要するに首尾一貫したやり方のほうが望ましいわ

けですね。ただ、道路公団の開通路線については取得原価がないわけですから、標準的単

金によるしかしようがないわけですね。また、それは決して合理的でないとは言えません

ので、それは問題ないと思うんですけれども、ただ、できるものについては首尾一貫して

いただきたいということで、道路公団独自でやられた民間並み財務諸表、これについてそ

れぞれの話と、今回は１つの法人をつくるんだという話ですから、同じようなやり方をや

っていだたくのが一番いいのかなというふうに思います。ただ、ごくわずかな金額のため

にお手数をかける必要はないというふうに思うんですが、先ほどのは３,０００億円で

５００億円というふうにすればという話だと思うんですけど、それはちょっと金額の認識

が違うのではないかなと思います。 

【日本道路公団】  済みません。先ほど３,０００億円の内訳をご説明しなかったんです

が、３,０００億円のうちのほとんどが平成８年から現在に至るまで、平成８、９、１０年

に集中しておりまして、確かに古いものは平成３年くらいに数百億円計上されて、まだそ

れが残っているというものもありますが、ただ、そのほとんどは８年以降ということでご

ざいますので、感覚的に見ても、そうは違わないと。もちろん宅地はかなり大きく動いて

おりますが、過去５年では、用地を取得している全体のうち、宅地の率というのが３割ほ

どで、６割が農地、残りが林地というような構成でございますので、変動部分で３,０００

億円の下落部分が５００億円というのはそう……。 

【樫谷委員】  だから、ちゃんとしたデータを出してくださいよ。それは見積もりの作

業でいいんですよ。それを出してもらって言うのならいいんだけれども、言えば違うこと

を言われるので、ちゃんとしたデータを出してもらって、こうだから問題ありませんとい

うのであれば、我々、一々追求する必要はないので、余計な議論はしたくないので、ちゃ

んとしたデータを出してください。 

【日本道路公団】  わかりました。 

【樫谷委員】  見積もった根拠をね。 
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【梶川委員】  私も全く同意見で、これは理論的には重要性ということを論拠にされて

いるわけですので、その重要性を判断された前提となる数字がないと、議論をする意味も

ないという。デフレーターなり、公的土地価格指標なり、理屈はそちらなんだけれども、

重要性がないからもういいんだというふうにおっしゃっていると思いますので、それを類

推された根拠となる資料がどの程度近似的であるかということ以外に議論をする余地は多

分ないと思いますので、ぜひそこのところをお願いできれば、それで論点としては解決し

てしまうのではないかと思います。その上でほんとうに重要性がないということであれば、

さしたる問題にはなりませんし。 

ただ、私、１つだけ重要性の判断で、会社全体で重要性を見る意味がどれほどあるのか。

資産価格の評価の問題で、資産価格に何らかの簡便な評価方法を使うというのは、その資

産価格に占める割合で重要性というのは判断するようなもの。それをやるのによほど不都

合な理由があるということであれば、簡便計算がよほど論理的整合性がないというのであ

れば別ですけれども、類推されたある程度の値があるのなら、それを用いたっていいわけ

でございますし、別にそれがコストを引き起こすことでもないですし、類推している以上、

その値を用いることに何か特段の不都合があるのかということもあるんじゃないかと思う

んですね。いずれにしろ、簡便計算で取得原価を使うと言っているわけですから、その辺

も含めてご検討をいただければと思います。 

【黒川委員長】  今の問題なんですけど、加古委員会としてはデフレーターを使うのは

論理の首尾一貫性がないという趣旨のことは言っています。というのは、ＪＨのほうは標

準的単金方式系統なので、アクアラインは買い取ったものですのでデフレーターなんだけ

れども、アクアラインを除いたものについては一切、デフレーター方式系統は使っていな

い。ですから、参考資料１の、建設仮勘定中の土地だけを限って、そこだけセルを分けて

デフレーター方式を入れるというのは、ＪＨだけを見れば、首尾一貫していないというこ

とは言っているんです。当委員会では全部の公団を横並びして見て、しかも、再調達原価

の推定方式の違いと我々は考えているんですけれども、加古委員会のほうは、ＪＨだけに

ついて首尾一貫したやり方を主張しておりますので、デフレーターを入れるというのは論

理の首尾一貫性がないと言っているようであります。 

【梶川委員】  私のほうはもちろん、論点は、償却資産は抜いて、非償却だけなんです

けれども、公的土地価格指標に基づくものを建設仮勘定のほうにおろすことも論理的一貫

性がないというように、加古委員会ではお考えだったんでしょうか。土地に関して公的土
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地価格指標を用いるということが建設仮勘定に影響されるのは、コスト面というか、算定

コストが、手数がかかるから、やめられただけかなと私は思ったので、コストと類推され

る結果との比較衡量だけかなと思ったものですから、そこは論理的でないということのご

結論があるのなら、私の立脚する点は全然違ってまいります。 

【黒川委員長】  その点は、加古委員会ではないけれども、一応、事務局として、どう

だったでしょうか。 

【日本道路公団】  同じようなご質問が委員のほうから出まして、そのとき事務局とし

てご説明申し上げたのは、公的土地価額指標を建設仮勘定部分に適用しようとしますと、

まさに工事中の土地や、虫食い状態に取得した土地がありまして、それは今現在工事中で

すので、更地になってしまって、境界もはっきりしないというような状態のところがござ

います。そういったところに公的土地価額指標をどうやって適用するのかという技術的な

問題で、おそらく数字を積み上げるのは困難なのではないかというようなことをご説明さ

せていただきました。 

【黒川委員長】  要するに、建設仮勘定中の土地はまだ道路になっていないから、平成

１４年度に開通路線、あるいは既開通路線のようなやり方はとれない。そうするとデフレ

ーター方式だけになるんだけれど、ＪＨのほうではデフレーターというのはどこにもない

ということでしょうか。梶川委員の質問は、そこの首尾一貫性の論理の話を質問されたん

ですね。 

【日本道路公団】  まず、技術的に土地価額指標を使うことは難しいということはご理

解いただけたと思います。デフレーターをかけるという点については、先ほどご説明しま

したように技術的にはそれほど難しい話ではなく、できると思います。なお、首尾一貫性

という問題については、むしろ財務諸表検討委員会の委員の皆様がご議論すべきことと思

いますので、立場上、ＪＨのほうから意見するのはご勘弁いただきたいと思います。 

【黒川委員長】  そうですね。 

【樫谷委員】  道路公団の中で民間企業並み財務諸表をつくるときに、こういうやり方

というのは道路公団の中で首尾一貫しているんですね。また、首都高、阪公、本四も全部

首尾一貫しているわけですから、それについて問題にしているわけではないんですね。た

だ、今回の作業はまた別な作業なわけですね。１つの法人をつくるという作業だから、で

きればその中での首尾一貫性があったほうがより合理的ではないかなと、こういうふうに

言っているわけです。だから、道路公団のかつてのやつを、ここはデフレーターを使った
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ほうがよかったんじゃないかということではなくて、それはそれなりに首尾一貫している

わけですから、この批判ではなくて、今回の作業は、道路公団の財務諸表を作成するので

はなくて、新しくできる下物の独立行政法人に出資する価格ですから、できるだけ歩調を

合わせたほうがいいと。しかし、合わせられないものがどうしてもあるのならば、それは

やむを得ないですねということだと思うんですね。 

【黒川委員長】  ほかの委員の方、何かご意見ございませんでしょうか。 

【横須賀委員】  参考資料１ですよね。私の認識が間違っているのかどうかわからない

んだけれども、この前の委員会では、資産の評価ということで、道路公団は取得価格がわ

からないので標準的単価によるよと。それから、首都公団と阪神、本四は、取得価格がわ

かっているのでデフレーター方式によるよと。このように資産評価について議論をしたと

思うんですね。だけど、その資産評価の中では非償却資産は除くということで議論を展開

したように思うんだけれども、この表を見ると、３公団のほうは非償却資産についてもデ

フレーター方式によるというふうになっていますけど、こういうふうに打ち合わせをした

んでしょうか。ちょっとそれを確認してください。 

【日原公団監理室長】  前回の議論でございますけれども、非償却資産について３公団

をデフレーター処理するかどうかということについては議論をされておりませんので、そ

れは今後の議論というふうに考えております。ただ、やり方として、３公団は現在はデフ

レーター方式によっているということでございます。前回議論になりましたのは、いずれ

にしましても、デフレーター方式にしろ、公的土地価格指標にしろ、何らかの形で評価時

点の価額を出しておりますので、そういった意味では同じ考え方ということかなと。評価

時点の価額を出す出し方として、公的土地価格指標によるのか、デフレーター方式による

のかというのは、今後の議論ということで整理させていただいたかなというふうに思って

おります。 

【黒川委員長】  そうしましたら、それを踏まえて、先ほど樫谷委員のほうからの、状

況をもう少しＪＨのほうに調べてくださいという質問もあわせまして、この問題について

は、償却資産の中の平成１４年度開通した路線、ここを取得原価をもって再調達とみなす

ことでよろしいかどうかと、建設仮勘定中のやはり償却資産ですね。そこの部分について

だけ本日決めまして、公的土地価格指標と道路公団の建設仮勘定の土地については状況を

聞いた上で次回以降決める。それから、本四、首都、阪高の非償却資産のデフレーター方

式、これもあわせてそのときに一緒に決める。このようにさせていただきます。 
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 そこで、償却資産の平成１４年度開通路線と建設仮勘定、これを取得原価でよろしいか

どうか。ここについていかがでございましょう。 

 皆さん、よろしいということですので、それでは、先ほどの加古委員会からのご説明を

もって、このままでいくということにさせていただこうと思います。 

 どうもご苦労さまでございました。 

 では、次に、前回から積み残しになっております資産評価方法に関する個別の論点につ

いて、まとめて事務局よりご説明をお願いいたします。 

【石原企画専門官】  委員長、その前に。資料１と２については先ほど司会のほうから

説明がありましたけれども、資料１については、これまでご議論していただいたのをその

まま議事録どおりで掲載しておりますけれど、ページも大分かさんでまいりましたので、

少し要点をまとめるというような方向で、一覧性といいますか、そういうものを少し検討

させていただきたいと思っています。 

 それから、資料２につきましては、今回初めて提出いたしましたが、左側の部分につき

ましては、昨年度３回ご議論いただいて、検討課題をほぼ網羅できていると思っておりま

す。今年度は右側の部分につきまして１つ１つ解決していただきたいと思っておりますけ

れども、また議論の中で新たな課題も出てきますので、そうするとまた左側に追加すると

いうことでございますので、きょうは、これにつきまして説明はございませんが、各委員

におかれましては、参考に横に置いて見ていただきながら、ご議論をしていただきたいと

思っております。 

 以上です。 

【黒川委員長】  ありがとうございました。そのようにさせていだたきます。 

【加藤補佐】  それでは、今回の資料の説明ですが、前回の検討会から本日の検討会の

間において、資産評価方法ワーキンググループが２回行われました。その議事メモが入っ

ております。内容としましては、４月１９日……。 

 済みません。資料のほうは、ＷＧ議事メモということで、参考資料６の下に、平成１６

年４月１９日と平成１６年４月２３日、資産評価方法ＷＧ議事メモとなっております。 

【山根都市公団監理室長】  委員長、申しわけありません。話の腰を折って恐縮ですけ

れども、もう１５年度の決算の作業に入っておりまして、スケジュールがちょっとタイト

になってきておりますが、先ほどのご決議、ちょっと確認させていただきとうございます

けれども、１４年度等近年に開通した路線、あるいは建設仮勘定、道路公団については取
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得原価を償却資産については採用するということでございますが、こちらの右側のほうの、

首都公、阪公、本四の３公団の償却資産についてはデフレーター方式でよろしいというご

決議と理解していいですか。 

【黒川委員長】  そうです。 

【加藤補佐】  資産評価方法ＷＧの議事メモ、４月１９日ですが、主な内容としまして、

補償費についてご議論がありました。補償費につきましては、付随費用として原価算入す

べきであることについては、全員一致しました。 

○ 問題は、補償費を土地の取得原価に配賦するのか、構築物の取得原価に配賦するのか

ということです。 

○ 「土地つき建物」を評価する場合には、税法上は、「土地価格を評価して、残余を建物

価格とする方法」と「建物価格を評価して、残余を土地価格とする方法」、いずれも認めら

れています。 

○ 加古委員会において、「土地として利用できる状況にするために費やした支出が原価の

構成要素と考え、更地を取得するための補償であれば、土地の取得原価に算入する」とい

う考えに立っております。 

○ 公共事業の用地取得の場合には、半ば強制的に事業が推し進められるため、素地価格

に補償費を乗せた価格で買収される。これに対し、民間の取引の場合には、素地価格から

除却費を控除した価格で買収されることが多い。この点をどう考えるか。 

○ 土地が非償却資産であるという考え方の背景には、物価変動を考慮しなければ取得価

格で売却可能であるという前提があると思うが、素地価格に補償費を加えた額を取得原価

としても、その価格では売却不能ではないか。 

○ 「再調達価格」というのは、時価評価といってもあくまで「支出系統」の概念である。

したがって、「どれだけ費用がかかったか」がポイントであって、「いくらで売れるか」と

いうことを意味するとは限らない。 

○ いわゆる「地上げ」においては、相当の補償費を払っているはずである。しかも、さ

らに「地上げ屋」の手数料を乗せて転売している。したがって、開発業者から見れば、補

償費等も算入された価格が取得原価になっている。これが可能となるのは、細分化された

土地がまとまることにより資産価格が大幅に上昇するからであり、転売価格が正常価格と

いうことになる。 

○ 一般の業者にとっては、道路のような帯状の土地は価値が低いかもしれないが、道路
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事業者にとっては、真っ直ぐにつながった帯状の土地というのはかけがえのない価値があ

ると考えられる。道路は将来的にも道路であり続ける（他用途への転売は考えない）とす

れば、再開発の場合と同様に、帯状にまとまることにより資産価値が大幅に上昇したと考

えることもできるのではないか。 

○ 道路資産の評価がどうであれ、貸付料の額は長期負債と資本金の額から決められるし、

無料開放時の道路管理者への引き継ぎ価格とも無関係である。 

○ 補償費以外の資産評価方法については、４公団での補償費以外の資産評価方法の扱い

を調査し、考え方が異なっているものについて整理をすることにした。なお、埋蔵文化財

等については、各公団で考え方が異なるようなので、次回整理したい。 

ということで、今回の資料に入っています。 

続きまして、４月２３日の資産評価方法ＷＧ議事メモです。 

資産評価における原価算入一般について。 

○ 貸付料及び通行料金の算定は、機構の負債及び資本の額によって決められるものであ

り、資産価格がどれだけであるということは無関係である。そうした中で、「機構の資産評

価はいかにあるべきか」ということは、原点に立ち返って議論をする必要がある。 

○ 一般の企業の場合には、利益が上がっているのであれば、できるだけ速やかに費用化

を図ろうとするはずであり、民間での取り扱いをそのまま理論的な正解と考えるわけには

いかない。逆に、税務当局からすれば、税収確保の観点からはなるべく費用化される範囲

を限定する方向となっていると見ているべきであり、費用化より資産化、それも非償却資

産への資産化という傾向があるのではないか。実際には、企業の実態や意向等を踏まえて

さまざまな修正や選択処理が認められているものの、資産化の範囲を考える上で税務上の

取り扱いは上限としての一つの目安になるのではないか。 

補償費について。 

○ 補償費については、付随費用とすることについて異論はないものの、土地価額に算入

するのか、構築物価額に算入するのかについては、具体的な事例に即してきめ細かく検討

する必要があるということになった。 

建設中金利について。 

○ 加古委員会では、建設中の金利については「付随費用ではない」と考えており、それ

だからこそ「土地に係る建設中金利は原価算入しない」という考え方もある。 

○ 加古委員会において償却資産に係る建設中金利を原価算入したのは、あくまでも「費
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用収益対応原則」と「世代間の公平」という２点によるものである。 

○ その意味では、料金を均衡させるための繰延資産に近い性格のものと考えるべきでは

ないか。 

○ 加古委員会においては、新会社が資産を保有することを前提として、料金設定につい

ても減価償却費を含む総原価主義がとられるであろうことを念頭に置きつつ、「費用収益対

応原則」等の議論をしてきた経緯がある。したがって、今回のようなスキームは想定して

いなかったはずであり、必ずしも加古委員会の結論がそのまま適用できるかどうかはわか

らない。 

○ 建設中の金利の扱いについては、理論的には「複利」による処理が正しいことがわか

った。ただし、複利計算は複雑なため、実務上は「単利」で行うことも認められている。 

○ 道路公団において建設中金利の扱いについては単利で計算しているが、その利率まで

着目すれば、実質上、複利とほとんど変わらないのではないか。 

○ 金利の原価算入は、機会費用を考慮するのではなく、実際に支出された金利の取り扱

いである。したがって、各公団において金利を返済している以上、単利・複利の議論はあ

まり意味がないのではないか。 

機構と会社の関係。 

○ 機構と会社の関係については、既存制度の中でぴったり合うものがないので、引き続

き検討する。 

○ いずれの形態と認識するにせよ、会社は機構に道路資産を移管するに当たり、それま

でに要した費用に係る債務をすべて機構に引き受けてもらうのであるから、それが機構の

取得価格となるのだろうが、その中には当然、会社が支出した補償費・金利等が含まれる

ことになる。 

○ 機構が完成前に引き受けた道路資産を機構において「道路資産」として資産計上する

のか、「建設仮勘定」として資産計上するのか、それとも単なる「土地」または「構築物」

として資産計上するのかは、よく検討する必要がある。 

埋蔵文化財調査費用について。 

○ 埋蔵文化財調査費用については、当該土地をその後どのように利用するかにかかわら

ず、不可避的に発生する費用であるとして土地の取得費用に算入する考え方と、土地の取

得後に構築物を建設する準備として発生する費用であるとして構築物の取得費用に算入す

る考え方がある。 
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○ 現在、４公団でも取り扱いはさまざまであり、引き続き検討する必要がある。 

以上、ＷＧ議事メモのほうからご報告させていただきます。 

【黒川委員長】  どうもありがとうございました。 

 ワーキングでございますので、必ずしも１つの結論に至っているというわけではなくて、

意見がこれだけ出たということを皆様方にディスクロージャーいたします。 

 それでは、まず補償費について……。 

【加藤補佐】  資料のほうの説明も引き続きやったほうがいいと思いますので。 

【黒川委員長】  そうですか。 

【加藤補佐】  今回、資料としまして資料３で、建設仮勘定、補償費、建設中の金利、

埋蔵文化財発掘調査費があります。建設仮勘定については、先ほどＪＨさんから説明があ

りましたので割愛させていただきます。 

 資料３－２ですが、補償費があります。こちらにつきましては、基本的には前回の資料

と同じですが、他社事例としまして２ページ目に、鉄道会社、電力会社、不動産会社等を

入れさせてもらっております。下のほうに、漁業補償として電力会社の事例を書かせてい

ただいております。電力会社の場合は、建物、構築物、機械装置のほうに原価算入してい

るということであります。 

 ３ページ目ですが、上のほうに、今回、ワーキンググループで議論がありました、収用

の場合と民間での売買の場合の比較ということで、価格や補償費に対する考え方は同じか。

公共補償においては、素地価格に上物の価値及び移転費用等の補償費を上乗せした価格に

なっている。一方、民間取引においては、買い手に主導権がある場合には、素地価格から

上物除却費を減じた価格となり、売り手に主導権がある場合には、素地価格に上物の価値

及び移転費用等の補償費を上乗せした価格になることが多いと思われる。この点をつけさ

せていただいております。 

 あと、補償費の範囲と具体例ですが、１カ所、修正があります。阪神の非償却資産の真

ん中辺に残土補償とありますが、残土じゃなくて残地です。残地補償です。済みません。 

 あと、下のほうの※２で、漁業補償、旅客船対策交付金につきましては、償却資産がな

いため、構築物の取得に不可欠な場合、構築物に原価算入していいかどうか、ご議論をお

願いしたいと思います。これは前の２ページの電力会社の事例が役に立つと思います。 

 以下、前回と同じ資料で、計算例を書かせていただいております。 

 次に、資料３－３の建設中の金利ですが、こちらについても基本的には同じ資料ですが、
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今回、わかりやすいように、それぞれの項目につきまして、案１、案２、案３ということ

で、どういう選択肢があるかどうか、つけさせております。済みません。補償費について

も同じように案をつけさせております。案のほうを見ていただいて、以下、その説明とし

て、どういうものが理由づけとしていいかどうかということでご議論お願いしたいと思い

ます。 

 資料３－３の２ページ目ですが、こちらも、現在、自家建設しております公団の資産を

機構に移すときに建設中の金利をどうするのかというご議論をお願いしたいと思います。 

 ３ページ目に行きまして、こちらは、移行後の話ですので、ご参考までにつけさせてお

ります。 

 ４ページ目につきましても前回の資料と同じでして、損益的にも、キャッシュフロー的

にも、基本的には影響がありませんということですので、これも、ケース１、ケース２が

ありますが、移行後の話ですので、ご参考でつけさせております。今回決めていただきた

いのは、開始Ｂ／Ｓのほうをお願いしたいと思います。 

 続きまして資料３－４ですが、埋蔵文化財発掘調査費ということで、今回、これは新し

くつけさせていただいております。考え方としまして、補償費と同じように固定資産の取

得に要する直接的な付随費用として取得原価に算入するべきかどうか、ご議論をお願いし

たいと思います。案１としましては、償却資産に全額算入する。案２としまして、非償却

資産に全額算入する。案３としまして、償却資産と非償却資産に配賦する。按分して配賦

する。案４としましては、全額を費用処理する。ということが考えられますので、理論的

にはこの案１から案４ですが、実務上不可能という場合もありますので、その場合どうす

るかという扱いもご議論をお願いしたいと思います。 

 下のほうに、電力会社の場合と不動産会社の場合について事例を書かせていただいてお

ります。※のほうは、法人税法の基本通達の扱いについて書かせていただいております。 

 次のページですが、埋蔵文化財発掘調査費の会計処理について、現在、各公団がどうや

っているかということですが、ＪＨは非償却資産に原価算入しています。首都につきまし

ては、償却資産と非償却資産に資産比で按分して原価算入しております。阪神と本四につ

きましては、償却資産に原価算入しております。これが前回の民間企業並み財務諸表にお

いてこういう処理を行っているということでございます。 

 下のほうに行きまして、それでは埋蔵文化財発掘調査費を把握できるかということです

が、ＪＨさんは過去５年間分しかありませんので、過去５年間分から推計計算して資産に
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按分するということをとっていると思います。首都につきましては、把握資料が今となっ

てはありません。なぜかといいますと、測量費、試験費、全体として把握していますので、

区分することが不可能だということです。阪神につきましては、同じように資料が残って

いなくて、こちらのほうは付帯工事費全体として把握しておりますので、今となっては区

分することができない。本四につきましては、把握できる資料が残存しておりますので、

やろうと思えばできるという状態になっております。 

 埋蔵文化財についての資料の説明を終わります。 

 次に資料４ですが、機構と会社の取引の実態についてですが、こちらについては今後す

べての議論にかかわりますのでご審議をお願いしたいと思いますが、まず、左側に今回の

スキームが書いてあります。右側に、参考となる事例としまして、建設会社の場合と、不

動産会社の場合と、自家建設でセールアンドリースバック取引の場合と、ＰＦＩのＢＯＴ

型の場合について書かせていただいております。 

 今回、特に留意していただきたいのは、道路をだれがつくるかということですが、建設

の主体性としまして、今回のスキームのところなんですが、会社の意思と双方の合意によ

ってつくりますということになっています。一方、ケースＡの建設会社の場合は、発注者

側、要するに買い手側の意思と双方の合意でつくります。不動産会社の場合は、売り手側

の意思でつくります。セールアンドリースバックの場合も、売り手側の意思と双方の合意

で行います。ＰＦＩの場合は買い手側の意思と双方の合意によっていますが、まず、意思

決定がだれなのかということと、その後、建設した資産の使用者はだれかということから

考えることになると思います。建設会社の場合につきましては基本的に金利を入れない。

それはなぜかといいますと、通常は着手金、中間金の受け入れがあるため、建設中の金利

を多額に負担することがないということが想定されておりますので、建設業会計の場合に

は取得原価に金利を入れない。一方、不動産会社の場合は、開発ですので、自分の意思で

つくりますので、自分で資金調達をしなければいけないということですので、金利がかか

ります。それについては仕掛不動産に金利を原価算入することが容認されております。次

にセールアンドリースバック取引なんですが、自家建設につきましては、こちらも同じよ

うに金利の原価算入は容認されております。最後になりますが、ＰＦＩですが、こちらに

つきましては会計慣行が確立しておりませんので、原価算入していいかどうかということ

は、基準としてはありませんということになっております。これらについて、今回のスキ

ームがそれぞれのどのケースに似ているのか、似ていない場合についてはどのケースを想
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定して議論をしていくかということについてお願いしたいと思います。 

 以上、私のほうからの資料の説明については終了させていただきたいと思います。 

【黒川委員長】  それでは、まず補償費について議論をさせていただきます。ご意見ご

ざいますでしょうか。 

 もう一度確認いたしますと、補償費の問題は、期間費用処理はしない。何らかの形で資

産に計上するということまでは前回、合意が得られたというふうに私は思っております。

そこで、問題は、それを土地に入れるか、構築物ですね。これによって開始時において、

土地に入れていれば補償費は全部資産に計上されますし、構築物になっておりますと、経

過した期間分だけは減価償却により、未償却残高部分についてだけ計上される。このよう

な違いがあるというわけであります。そこで、この問題に限定いたしまして議論を進めた

いと思います。 

 何か、ご意見ございますでしょうか。 

 ワーキングのほうは、樫谷委員、梶川委員と私だったわけですけれども、このメモに書

いてあるようなことを我々は議論をしたわけでございますけれども、どうでございましょ

うか。この問題について、ワーキング以外の先生方で何か、このＷＧメモ等も含めて、わ

からない点とか、ご質問ございますでしょうか。そういうのも含めてご意見をお願いした

いと思います。 

【長谷川委員】  中身ではなくて、文字づらで申しわけないんですけど、ちょっと確認

させていただきたいのは、ワーキングの議事メモ、４月２３日のほうの一番最初の部分、

２つマルがございますけれども、２行目に資産価格と書いてあります。これは価格なんで

すか。価額なんでしょうか。 

【黒川委員長】  済みません。ここは、ちょっと急だったものですから、価額がいいの

ではないかと思います。 

【長谷川委員】  何カ所かあって、価格と価額が入り乱れているんです。 

【黒川委員長】  あります。きょう、説明者のほうも価額と言っている。読んでいて気

になったと思いますけれども。 

【長谷川委員】  発音はそうなさっていたんですけれども、そのあたりの確認です。 

 それと、２つ目の同じところなんですが、「利益が上がっている」というのは、利益が継

続的に右肩上がりという意味なのか、単純に利益額が出ているという意味なのかというと

ころなんですけれども。これは文字づらの話だけなんですが。 
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【樫谷委員】  計上されている。 

【長谷川委員】  という意味ですね。計算した結果、利益なのかという意味ですね。そ

れだけです。済みません。 

【樫谷委員】  補償費なんですが、資料３－２の１ページ目の補償費の会計処理案に案

１、案２、案３と、こうあるわけですけど、私は個人的には、案１でも案３でもなく、案

２のなのかなと、こういうふうに思っているんですね。ただ、「直課できるものは直課し、

それ以外」となっていますので、直課できるものというのは何なのか、それ以外というの

は何なのかということももう一遍議論をしないといけないのかなと思いますので、日本道

路公団のほうで、標準的単金の中でどういうものが補償費としてかかるんだということを

多分リストしていだたきましたですね。そうですね。もう一度それを見ながら、直課でき

るものとは何なのか、それ以外のものは何なのかというものも含めて議論をしないといけ

ないのかなというふうに思います。案１とか案３の場合は、いずれにしてもどっちかに入

れるわけですから、そういう議論は必要ないと思いますが、案２の可能性のほうが高いか

なというふうに私は思っておりますので、直課できるものと配賦するものというものに区

分をするために内容の精査が必要なのかなという感じです。 

【黒川委員長】  今の質問について、事務局のほうでどなたが……。以前、費用項目み

たいものがございましたよね。補償の中身の表。 

【加藤補佐】  資料３－２の３ページのほうに、各公団の補償費の範囲と具体例につい

て書かせていただいております。こちらを見ていただいてご判断をお願いしたいんですが、

もっと詳しい資料というのであれば、それは次回ということになると思います。 

【樫谷委員】  前の資料で、補償費と移転費と幾つか、取得原価に入れているやつがあ

りましたね。Ａ３の資料で。あの中の補償費ということだったですね。わかりませんか。

こういう長い資料の中に、補償費があったり、あるいは人件費なんかも入っていたと思う

んですね。 

【加藤補佐】  済みません。それは参考資料３とは違うものでしょうか。 

【樫谷委員】  これではなかったと思います。 

【加藤補佐】  すべての補償費なり……。 

【樫谷委員】  補償費を取得原価に入れているやつが……。土地の直接の取得価格があ

りますね。それに補償費だとか、あるいは文化財の発掘調査費だとか、人件費を。ありま

したね。 
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【加藤補佐】  それはありました。それは今回つけてないんです。 

【樫谷委員】  その中の補償費ですか。 

【加藤補佐】  その中の補償費です。 

【樫谷委員】  その補償費はこれで全部だということですか。資料３－２の３ページに

範囲と具体例と書いてありますが、これがすべてと。 

【加藤補佐】  すべてだと思いますが、ちょっと「等」があるので、若干違うのがもう

少し入っているかもしれません。 

【梶川委員】  私も結論的には案２なんですが、案２の場合は確かに直課という概念が

一番難しくなると。その直課という概念等を整理するに当たって、ワーキングの議事メモ

なんでございますけれども、結論的なことで申し上げれば、この委員会で論点として挙げ

ていただきたいと思う点では、土地つき建物を評価する場合云々という、土地を決めて建

物を残りとするか、建物を決めて土地を残りとするかという、道路という全体の事業構造

の中で今回の評価目的に合った形ではこの辺をどう整理していただくのが一番いいかとい

うことが論点の１つの部分。 

 ２つ目は、資料３－２の３ページの上のほうの、ないしは議事メモで言えば５つ目ぐら

いのマルですか。公共事業の民間取引との違いの特殊性、この辺がいわゆる基礎取引価格

自身に少し違いがあるということを前提にどのような整理をしていくのが一番理論的に合

うのかという部分。 

 そして、その結果として、最後に土地で何を今回表現したのが一番、いわゆる我々に与

えられた使命に合う土地価格なのかという、その３つあたりを整理した上で案２の整理に

行けるのではないかなと思っています。 

【黒川委員長】  今の梶川委員のご説明を補足いたしますと、土地の取引において、更

地の場合と、何か建っている場合では、一般の場合であれば、更地のほうがすぐに利用で

きますから高くて、むしろ何か建っていると、それだけ取り壊し費用みたいなものがかか

ってしまうので逆に、土地自体の価格は下がっているはず。ですから、一般の土地取引で

は、土地自体の取引価格が下がって、取り壊し費用がプラスアルファになってちょうど更

地の金額みたいになるんだけれども、道路の場合にはそういうことではなくて、様々な補

償によって更地金額よりも上乗せになった金額になってしまう。それを理論的に言うと、

資料３－２にあるように、主導権の違いというんでしょうか、そういうことで解釈もでき

ますねということなんですね。路線を決めてしまうと、そこにいる人たちに対しては、細
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長い土地を確保しなくてはならないから、普通の購入価額より高くなっても、ともかく立

退いてもらわなくてはならないというわけで、ぐっと上がってしまう。ＪＨの場合も何十％

が補償費であり、首都高とか阪高の場合は首都圏とか阪神圏でありますから補償の割合が

それよりもかなり高くて、価額が上がっているわけであります。それをどういうふうに解

釈するかという問題なんですね。 

 どうぞ、横須賀委員。 

【横須賀委員】  道路は公共財ですから現実の市場に売りに出すということはあり得な

いという前提で評価をしていかないと、普通の正常な価格をベースにして評価するという

ことは現実に即さない。だから、資産評価方法ＷＧ議事メモの下から２番目に再調達原価

というのが書いてありますけど、「再調達原価というのは、時価評価といってもあくまでも

支出系統の概念である」という、この考え方で評価せざるを得ないのではないかと、私は

思っております。ですから、これは自由な市場をベースにして物を考えるべきではないと、

こういうふうに思います。 

【黒川委員長】  そういうことであれば、土地というんでしょうか、補償費の部分を、

もちろん補償費の中の性質にもよるんでしょうけれども、資料３－２の土地のほうに入っ

ているこういう項目については土地のほうに上乗せしてもよろしいと、こういうご意見で

ございましょうか。 

【横須賀委員】  はい。 

【黒川委員長】  ほかにご意見ございますでしょうか。 

【樫谷委員】  おっしゃるように調達、つまり、最終的には土地を買いたいのではなく

て、道路をつくりたいんですね。土地を買って、道路をつくりたい。道路という完成品の

ための再調達原価だというふうに、私は理解しております。そうすると、その中で間接的

な諸経費ですね。補償費等について、それを土地の取得のためと見るのか。要するに構築

物をつくりたいということと、それからもう１つは、これは公共用の道路ですから、公共

事業ですから、ある意味では無理やり線を引くわけですね。線を引いて、ある意味では売

りたくないものを売っていただくというような作業が必要なわけですね。したがって、土

地は正常な価格で買う。それプラス、移転のためのいろんな細やかな配慮が必要なわけで

すね。そのためのコストというのは果たして土地を取得するためのものと考えるのか。あ

るいは、道路という上物をつくるためにかかるので、それは、上物というか、構築物の取

得原価に入れて、コストとして、償却費として、耐用年数にわたって償却資産は合理的な
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のかというような議論の中で、土地の値段があまりにもというか、物によっては相当、通

常の地価とかけ離れるので、その地価の離れた部分は果たして土地の取得原価なのか、道

路資産のためのいわゆる支出なのか、その辺について相当議論が分かれたということであ

ります。 

【黒川委員長】  いかがでございましょう。結構難しいんですね。確かに、更地のまま

置いておくわけではなく道路をつくるということなので、構築物をつくるためであるとし

て、償却資産だということなんですね。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

【日原公団監理室長】  今のお話で、先ほどちょっとご紹介させていただきましたが、

他の業態がどうなっているかというのが資料３－２の２ページのところにございまして、

非常にアバウトに書いてあるのでよくわからない部分もあろうかと思いますけれども、例

えば、電力会社が発電所、あるいはダムをつくるというような場合には、土地の取得につ

いてということで、例えば、立ち木の補償なんかは土地のほうに入れているというような

事例はございます。 

 あと、土地の素地価格にプラスアルファするのか、マイナスアルファにそもそもなって

いるのに戻すだけなのかという概念につきましても、電力会社の場合は基本的に収用対象

で公共補償と同じ考えをとっておられますので、基本的には道路と同じだろうというふう

に思っております。 

【黒川委員長】  ２つの考え方があり、いつまでたっても決められないのかもしれませ

んが、作業が進まない状況は避けたいということで、きょうはここを決めたいと思います。

私、これまで言及された論点以外についても少し考えたのですが、土地に補償費を計上す

ると土地の金額が、素地価格、あるいは横須賀委員がおっしゃった正常価格というんでし

ょうか、そういうものに比べると非常に高くなってしまうことは確かなのですけれども、

逆に言えば、こういう公共物をつくるときには、現地の皆様方に立退いてもらわなくては

いけないということで、やはり高くつくんだと。一般的な売買をもし仮にしていればとい

う金額よりも単価が高いかもしれないけど、そういうのが公共事業なんだと。こういうふ

うにも言えるわけです。償却資産に入れると償却を通じてそれは消えてなくなってしまう

わけですけれども、土地に入っているとこれはずっと資産に計上される。だから、公共事

業をするというのはこんなにお金がかかるんだということを貸借対照表の土地を見ればわ

かる。これが補償費を土地に入れる 1点目の理由であります。 
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 それからもう一つの理由として、構築物としての道路はいずれ寿命は来る。しかし、我々

が対象としている道路は、不必要になることはないだろうと思う。東名高速をやめてしま

って、そこを宅地にして住宅を建てるということはあり得ない。ですから、構築物として

の道路に寿命が来たとき、建てかえというのでしょうか、そういうことをすると思うので

すけれども、そのときに補償費がもう１回かかるかというと、かからないわけであります。

補償費は２回目以降、建てかえのときにはかからないわけですね。そうすると、補償費が

直接どちらのほうの原価に付着していたのかということを考えると、構築物ではなくてや

はり土地なのではないかと思うのです。この問題は、気持ち悪いかもしれませんけれども、

一応、直接関係しているという意味でも、土地の付随費用なのではないかと思うのです。 

 こういうことでいかがでございましょうか。いつまでたっても決められませんので、土

地ということでいかがでございましょうか。もちろん、異論がございましたら、また議論

はしたいと思いますけど、どうでございましょうか。 

【樫谷委員】  異論があるというか、気持ち悪いという意味で異論があるんですけれど

も、そういう考え方もあるのかなというふうに思いますので、そういう考え方のもとに整

理をするということでよろしいんじゃないかなと思います。ただ、土地に入ってしまうと

コストが出ないので、その分が気持ち悪いんですね。確かに、それだけかかっているんだ

ということはそうなんですね。間違いなくそうだと思います。無理やり買うのと、合理的

な取引の、採算が合うか、合わないかということでやるのとは違うので、かかるというの

はわかるんですけれども、それがちゃんと開示されるわけでもないし、土地勘定の中に含

まれてしまっているわけですから、その分の気持ち悪さが残るということですが、ただ、

加古委員会の考え方に私は反対ではございませんし、取得原価、更地までだという考え方

はそれなりの説得力もありますので、しようがないかなと、こういうふうに思います。 

【梶川委員】  私も、そういう意味では、結論としては結構でございます。立場として。

なぜゆえかという意味で言えば、議事メモの２つ目にあるんですが、土地は今、公共事業

というのと同義に近いんですが、道路は道路として使い続けられるという大前提はあると

思いますし、道路事業者にとっての付加価値というのは、ないしは道路事業に対する付加

価値というのは、やはりこういう形でしか取得できないと。そういう形で総合的に何千キ

ロとわたる土地がつながっているということは、それを個別に切って宅地として売る値段

とは意味が違う。かえって理屈のつく付加価値がついているというふうにも私は理解しま

すので、そういう整理をして結構だと思っております。 



 24

【黒川委員長】  ほかの３委員の方々、いかがでございましょうか。 

【長谷川委員】  土地の取得にかかったコストは土地の取得原価に算入するというのは

おそらく大前提ではないかと思われます。樫谷委員がおっしゃったように、ある意味で補

償費というのは特別なコストの部分だと思います。それを回収するんだという考え方に立

つのならば、おそらくは、一般的な企業で申し上げると、何らかの形で製品にそのコスト

をオンして、コストを回収し、かつ資金も回収するという考え方にならざるを得ないと思

うんですね。ただ、これは転売を考えていない土地であるということを考えますと、先ほ

どの素地価格ですか、あるいは横須賀委員のおっしゃった正常価格になるんでしょうけれ

ども、それが高くなるのは仕方がない部分はあろうかと思いますので、これは土地を取得

するときにかかったコストだという意味合いで考えますと、やはり土地の取得原価に算入

するというほうが筋が通るのではないかと、私も考えております。 

【小澤委員】  公共事業用の土地という特殊性があるにせよ、合理性という意味で、わ

かりやすさという意味で、土地の取得にかかった費用は土地に乗っけるというのは、私も、

理解しやすい考え方かなと思います。 

 一方で、確認ですけれども、構築物の建設に伴って必要となった補償はそちらに配賦す

るということでよろしいんでしょうか。 

【樫谷委員】  今、長谷川委員がおっしゃったこと、そのとおりだと思うんです。今回

少し形が変わっちゃったのであれですが、利用料で回収するというのが前提になっていま

すので、それならばそうなのかなと思ったんですね。利用料でなくて、全く通常の国道を

つくるというのであれば、それでもいいのかなというふうに思います。 

【黒川委員長】  小澤委員のご質問のほうですけれども、多分、資料３－２の３ページ

ですか、このような表を前提に置いて、一部は償却資産のほうに行くと。こういうことだ

と思います。ですから、ある意味で、資料３－２の冒頭で言えば、案２なんだろうとは思

います。その中での資料３－２のこの表です。あわせて※２も決めなくてはいけないとい

うことですけれども、ここについては土地がないのだから構築物のほうに計上される。こ

れもあわせて決めたいと思いますけれども、いかがでございましょう。 

 よろしいですか。 

 では、補償費についてはこういうことで認めると。細部については、事務局のほうで整

理していただくということにしてください。一応、この原則でいきます。 

 では、次に建設期間中の金利の問題でございます。これについて、初めに樫谷委員か梶



 25

川委員のほうから、ワーキングでどういう議論だったのかということを、説明していただ

けますでしょうか。 

【樫谷委員】  私が代表して言うのも何ですが、私は私の意見を言わせていだたきます

ので代表はしておりませんが、２つの観点で建設中金利を取得原価に含めるかどうかの中

で、まず、大きく分けまして土地の部分と構築物の部分の建設中金利があります。現在、

建設中金利につきましては、土地については期間費用として各公団とも費用計上している。

構築物の部分については、取得原価に算入して、耐用年数にわたって償却をしているとい

うことなわけですが、加古委員会の議論の中で２つ。１つは、取得原価に入れるとしたと

きに、単利なのか、複利なのか。単利計算をして取得原価に入れるのか、複利計算をして

取得原価に入れるのかというような扱いがありました。それからもう１つは、加古委員会

で、取得原価に算入をしても構わないと。つまり、構築物について算入してもいいという

ことなんですけれども、それはもともと取得原価だと、取得付随費用だということを前提

に取得原価に算入するのか、そうではなくて、もっと別の観点から取得原価に算入するの

かという議論がされたということで、私、それを聞いておりまして、そのとおりなのかな

という気はいたしました。それは、加古委員会では建設中金利を、取得のための付随費用

ではなくて、別途の観点からということで、４月２３日の資産評価方法ＷＧ議事メモの下

のほう、建設中金利についてとなっておりますが、そこの上のマルは付随費用ではないと

いう考え方。ただし、２つ目のマルは、建設中金利を原価算入したのはあくまでも、取得

原価ではないんだけれども、費用収益対応。つまり、利用料から回収するんだという観点

と、それから、世代間の公平。これは、金利が発生した期間の世代が負担するのではなく

て、長期にわたった、耐用年数に応じた世代がコストとして負担して、それが利用料に反

映されるんだというようなこと。この２点から建設中金利を償却資産の取得原価に入れた

んだということです。 

 したがって、これは加古委員会にはなかったのかもわかりませんが、繰延資産に近いよ

うなものと考えるべきではないかなというようなことでありました。 

 何か、そのほかにありましたか。 

【梶川委員】  いいえ。 

【黒川委員長】  ありがとうございました。 

 というような議論で、補償費とは全く違う観点で加古委員会では議論されていたわけで

あります。何度も言いますように、加古委員会が考えていたのは、議事メモの４ページの
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一番上の議論もありまして、上下分離というんでしょうか、今回のような保有機構と民間

委託というようなことではなくて、新会社が資産を保有して民間化するというようなこと

を、スキームがどうなるかわからない中で念頭に置き、ある程度、料金算定問題と資産の

回収計算の関連を考えていたと、私は記憶しております。ですから、今回のスキームのよ

うに、保有機構のほうはまさに債務を返済するだけであり、各民間会社の貸付料は債務返

済のスケジュールの中で決まるということで、保有機構のほうにもし仮に資産が計上され

ているとするならば、そこでの資産の回収問題というのはあまり関係がないというか、加

古委員会が考えていた観点とは少し違う状況に至ったと。こういうことで、我々としては

もう一回検討をしようということであります。 

【小澤委員】  そういう議論があって、結論がなくてもいいんですが、ワーキングでは

どの案が出てきたのかというのがこの議事メモから推測できないんですけれども、どう理

解すればよろしいんでしょうか。 

【樫谷委員】  議事メモから推測できないように、結論がまとまっていないんですね。

首尾一貫した考え方をすると、建設中金利の償却資産に入れるものは、費用収益対応の原

則とか、あるいは世代間の公平。つまり、かかったコストはだれが負担するのだと、こう

いう観点ですね。つまり、公共事業についてはいろんなコストがかかります。今の補償費

もそうだと思うんですね。コストがかかります、プラスアルファの。それをだれが負担す

るんだと。つまり、それはコストとして出てくるわけですね。そのコストについて、償却

資産は耐用年数にわたってということだけれども、土地の分については、考え方によって

は、土地はずっと取得原価に入れて、コストとしては出ないんだから、計上したもの永久

にというんでしょうか、補償費と同じように繰り越すんだという考え方もないわけじゃな

いと思うんですね。ただ、それが健全なのか、どうなのか。会計理論で健全性の原則みた

いなものがあることはあるので、そういう観点からどうなんですか。加古委員会が土地に

係る建設中金利は原価に算入しないというふうにお考えになったのは、今後、コストが発

生しないから、健全性というんですか、安全性という観点から期間費用と、こういうふう

にしたという理解でよろしいんですか。 

【黒川委員長】  私も向こうの委員長代理なのでもう少しここを説明しますと、先ほど

何度も言いましたように、補償費と違いまして、金利は一応、財務費用なんですね。です

から、物を取得するための付随費用ではなくて、財務取引から発生しているものなので、

そもそも原価ではない。ですから、土地であろうと、構築物であろうと、どちらの原価に
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も入れられないという問題なんですね。だけれども、４ページの一番上にあったような総

括原価方式による料金を算定するときに資産価額も一緒に合わせて考えるでしょうと。非

常に莫大な先行投資がかかる、建設期間が長くて、そこに金利がかかっていく。この金利

について発生時に費用とするよりも、一たん資産に計上しておいて、その後、利用者の料

金で回収しましょうと、こういう観点で、特別に資産に計上しようと。そのときに土地に

計上すると償却できませんから、その後の費用計算に算入されないわけですね。もちろん

オポチュニティーコストみたいなものを考えれば別でしょうけれども、明示的にはコスト

にできない。だから、構築物のほうに入れておいて、償却を通じて利用者に負担してもら

う計算のほうに入れようと。こういうことで入れたんです。ただ、この問題については、

後で私もいろんな会計学者と話し合ったときに、３ページの一番下のように、構築物勘定

はちょっと便法であって、もし仮に今言ったような論理であるならば、繰延費用というん

でしょうか、期間配分をするための費用の繰り延べであります。今の論理をあらわすので

あれば、そういう科目のほうがよかったのではないかということなんですね。ともかく加

古委員会としては、その後の料金算定を通じて資産の回収を行うことも念頭に置いていた

ことは確かなんだけれども、今回のスキームはそうではなくて決まるんだろうということ

なので、状況が違うのではないかと。そうすると、原則は加古委員会も原価ではないと言

っている。財務費用なんですから、普通は期間費用なんですね。だから、どうしようかと。

こういうことなんであります。 

【樫谷委員】  そうすると、今回の第一の目的というのは、独立行政法人に出資する金

額を確定する、こういう作業が入るわけですね。そういう意味では、繰延資産的な性格の

ものを出資として計上する……。これは結果的に構築物に入っているんですけれども、そ

ういう性格のものを入れていいのか、どうなのかということなんでしょうかね。 

【黒川委員長】  多分そうだと思います。理論的に言えば、そういうことだと思います。 

【梶川委員】  そういう意味では、今の先生のお話と重複してしまうようですが、従前、

先生方が加古委員会でご議論されていたのは、事業継続を前提とした、かなり歴史的原価

に色合いの強いご議論であったのではないかと思うんですね。そういう中で、何かの資産

に計上して、かつ２つ目は、むしろ原価から料金というものを設定できる公的事業という

ものを色彩に世代間の公平を維持しようとしたと。これが民間的事業であれば料金をどう

設定できるかわからないわけですから、そういった資産として繰り延べて将来に継続して

いくということは非常にリスキーな、会計の保守的な発想からはなかなか現には認めがた
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い部分が多いと。それは、公的事業の料金設定という論理の中である種の資産性を見出し

て行われた。今回、事業自身のある種のフレッシュのスタートであるということと、料金

設定のいわゆる根拠となる財務情報というものが、どちらかというと償還金額に限って基

礎として料金を設定していくという、この２つの前提が少し変わってきたという中で、さ

らに言えば、繰延資産というのは、今回、移行される独法の会計の中では極力計上を控え

てきた資産だと思うんですね。ですから、そういう意味では理論的構築をよほど精緻にし

ないと、ここでご納得いくような取得原価算入という話は、２つ、３つの障害を越えてい

かざるを得ないんじゃないかなというような気がいたしました。 

【黒川委員長】  何かご意見ございますでしょうか。 

【樫谷委員】  済みません、たびたび。今のところで、今回の出資価格を前提とすると

きの処理と、それから、今後、新しい道路をつくります、上物を会社のほうでつくって機

構のほうで買い取ります、というときにやはり同じような問題が出てくる可能性がありま

すので、今の論理と、出資のときの論理と、それから、新しい機構と会社との関係、これ

は次に議論をすると思うんですが、これは切り離して議論をするのかということなんです

が、今回は切り離して議論をしたほうがいいのかなと。今回は出資のための繰り延べ的な

性格的なものは計上しないと。ただし、機構と会社との関係で、どういう形態になるのか、

まだ頭の中で整理できていないし、実態も整理できていないのかもわかりませんが、会社

が機構に譲渡するときにどのようなパターンで譲渡されるのかによって金利の扱いが実質

的に違ってくることになるのかなと、こういうふうに思います。いずれにしても上物の会

社のほうは当然、かかったコストは、金利であろうと、何であろうと、すべて実費は機構

に請求する、一定の金額以下のものについては計上すると請求することになると思います

ので、必然的に金利が取得原価に入ってくるわけですね。そうすると、土地と構築物にど

ういうふうに分けるんだという議論がその次に必要になってくるのかなと思います。 

【黒川委員長】  今のご議論は、新規資産については買い取りということになるので、

そこでもう一回議論をしようということで、一応、開始時に限って議論をしようというこ

とですね。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

 ここは、論理的に考えると、会計に詳しい委員の意見としては、どうも加古委員会のと

きの状況とは違うから、金利を資産算入しないと。理論的にはそうなるのではないかとい

うご意見ですね、お２人とも。かなり大きな問題なんです。開始時における資産の評価額
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と、それから、資産の評価額が下がりますから、開始時において資本の額が小さくなりま

す。その問題を含んでいるので慎重に検討をする必要があるんですけれども、何かご意見

ございませんでしょうか。 

【横須賀委員】  評価をするということなら金利を原価に入れるというのはおかしな話

なんですね。それだけ申し上げておきます。 

【黒川委員長】  別の論点はございませんか。事務局からでも構いませんが。 

【日原公団監理室長】  大きな話なのでにわかに答えにくいんですけれども、基本的に

機構の財務諸表、特に資産が、毎回、この場でも、あるいはワーキングの場でも議論にな

っているんですけれども、そもそも何のために何を評価してどういうふうにあらわすのか

というところの議論とかかわってくる話なのかなと。何がしかの金を使ってつくってきた

資産というものの価格というものをどういうふうに評価していくのかということとかかわ

ってくるんだろうというふうに思っておりまして、ただ、先ほど樫谷委員が言われたよう

に、それは今後の話であって、ここはここで出資金の額を決めるんだから、すぱっと決め

ればいいんだと言われれば、それもそのとおりかなというふうに思っているという状況で

す。 

【黒川委員長】  その他のご意見はございませんか。 

【樫谷委員】  料金を均衡させるための繰延資産に近い性格で、繰延資産的にもしそう

いう勘定科目を計上するとしたら、償却だけじゃなくて、土地についても同じなんですね、

考え方としては。だから、そういう意味で収益との対応関係から見ると確かに財務的な調

達コストではあるけれども、こういう公共的に１０年もかかって、かつ、それを料金から、

つまり公共的な料金から回収すると。こういう見方をすると、企業では確かに財務活動で

あるから期間費用にするんですけれども、こういうような公共的な事業について果たして、

道路を償却資産と非償却資産に分けてやるのではなくて、同じような考え方としては、つ

まり利用料を決めるときに金利の分については、道路料金の回収計算として少なくとも金

利の部分も、４０年か、５０年か、６０年か、７０年かわかりませんが、わたって計算す

るという計算根拠にはなっているはずなんですね。したがって、もしこういう論理である

ならば、土地の建設中金利についても同じ繰延資産的な性格としたほうがより合理的なの

かなと。料金との関係で見るとですね。というような気がいたします。 

【黒川委員長】  そうすると、樫谷委員としては、土地のほうにも全部算入しろという

意見になるんですか。 
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【樫谷委員】  ただ、資本金の確定ということから見ると、その部分は実は利用料と賃

借料収入とコストとが切り離されてしまっているんですね、今回の仕組みについては。そ

うすると、そんなにそれにこだわる必要はないのかなというふうな気がして、今回は、４

月２３日の議事メモの２ページ目の一番上のマルに書いてありますように、加古委員会は

料金設定についても減価償却費を含む総括原価主義がとられていることを念頭にしてやっ

たんだと。今回のスキームはちょっと違うと。独立行政法人のコストから賃借料が決まっ

たのではないわけですね。あくまでも４５年でこれからの借入金と金利を回収するという

ことが前提で、コストと切り離されていますので、少しそれは別の観点で見てもいいのか

なというふうな気がいたしております。 

それから、独立行政法人の会計基準では少なくとも繰延資産については計上しないと、

こういう考え方が原則にありますので、これも独法ですから、独法の考え方を強く主張す

るとしたら、少なくとも現物出資の段階では入れないという考え方が合理的なのかなと、

こういうふうに思います。 

【長谷川委員】  オーソドックスな会計学の理論からいくと、金利というのは切り離す

というのが一般的なというか、おそらく学校でテストの答案に書くときにはそういった解

答を書かないとマルがもらえないんじゃないかと思っております。その場合、蒸し返すつ

もりではないんですけれども、おそらく先ほどの、補償費のところで樫谷委員がおっしゃ

っていたのは、私もちょっと申し上げたように、資金もくしはコストの回収という面が気

になっていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。金利の問題につきましては、資産に

仮に取得原価の中に算入しなくても、損益計算もしくは収支計算上は絶対的に発生するコ

ストですね。負債のほうから必ず出てくるコストですから、当然、機構のほうから賃借料

みたいな形で新会社に、つまり、機構のほうからしますと新会社から収入もしくは収益が

上がってくるときの料金設定のところの見合いで収益と対応させていくべきコストだと思

うんですね。そうすると、必ずしも資産のほうに金利を入れなくても、損益計算もしくは

収支計算のベースのところでそれを必ず入れて回収すれば、資金的もしくはコスト的にも

回収できるのではないかという気はいたします。 

【黒川委員長】  ここは日原さんのほうにちょっと投げたいんですけど、一応、賃借料

の設定は、負債の元利合計を４５年以内で回収するように設定するということですね。そ

れでよろしいんですよね。 

【日原公団監理室長】  さようでございます。 
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【黒川委員長】  長谷川委員、そういうことだということなので、そちらのほうの系統

で回収額が決まってしまうということです。 

 いかがでございましょう。これはほんとうに大きな問題なので慎重に議論したいのです

が。 

【日原公団監理室長】  ちょっと大きな話なので、特に電力の場合、過去においては強

制算入させていた例もあるようでございますし、こういう長期間にわたる事業をどう考え

ていくか。先ほどもちょっと申しましたが、要は資産というものが何を意味するものなの

かということに非常にかかわってくると思いますので、私としては、Ｂ／Ｓ、機構の資産

は何を表すものなのかという議論を次にやろうかなと、今、資料をつくり始めたところな

んですけれども、その辺の中でもう一遍議論をしていただければありがたいというふうに

思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

【黒川委員長】 わかりました。これは開始時の資産と資本に非常に大きな金額の変動が

生じます。私も慎重に検討したいと思うので次回以降に結論を出したいと。このようにさ

せていただきます。 

 次に、埋蔵文化財の調査費なんでございますが、あと３分ですけれども、これはどうい

たしましょうか。資料３－４でございますけれども、ここは４公団違うやり方をしている

んですね。ＪＨは非償却資産の原価に算入していて、首都高は按分し、阪神と本四は償却

資産のほうに入れているんです。ＪＨのほうは、補償費に似たというんでしょうか、埋蔵

文化財の調査は、土地を土地として利用するためには１回は必ずしなければならないもの

だから土地だろうと、こういう考え方で土地のほうに入れたわけです。しかし、阪神と本

四の場合はそうではなくて、埋蔵文化財の調査の時系列的なタイミングをどうも重視され

ておりまして、土地を購入した後、その上に上物を建てるというか、道路をつくる、その

間で調査費用がかかるから、土地の取得時点の後だから構築物のほうだと、こういうふう

にどうも考えているようなんですね。ですから、観点が違うわけです。首都高のほうは資

料３－４の２ページにあるように両方にということなんですけれども、きょう決める問題

ですか。 

【石原企画専門官】  きょう決めていただきたかったんですが、会場は１時から別途が

入っておりまして、その会場設営もあるそうですので、済みません、次回に繰り延べさせ

てもらえませんでしょうか。 

【黒川委員長】  わかりました。それでは、次回検討させていただきたいと思います。 



 32

 本日の議論はこの辺で終わりにしたいと思いますので、議事の進行を進行役の事務局の

ほうにお返ししたいと思います。 

【司会（藤井補佐）】  どうもありがとうございました。 

時間が参りましたので、次回の開催日程でございますけれど、ゴールデンウイークを挟

んで非常にタイトになっておりますけれど、５月１０日の月曜日、９時半からの開催とい

うことでお願いしたいと思います。 

本日、時間いっぱいご議論いただきまして、どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


